
【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分） 158,000 千円

【歳出】　社会保障施策に要する経費 2,075,017 千円

【歳出内訳及び充当状況】 単位：千円

うち
社会保障
財 源 分

総合福祉事業
（保健福祉センター運営費など）

107,801 2,366 0 11,638 93,797 10,567

高齢者福祉事業
（老人保護措置費など）

53,011 967 0 11,949 40,095 4,517

障がい者福祉事業
（自立支援給付費など）

410,989 289,854 0 33 121,102 13,643

児童福祉事業
（保育施設運営費など）

712,785 195,229 0 27,008 490,548 55,265

計 1,284,586 488,416 0 50,628 745,542 83,992

国民健康保険事業 102,465 44,602 0 0 57,863 6,519

後期高齢者医療保険事業 231,955 41,681 0 0 190,274 21,436

介護保険事業 215,900 8,823 0 0 207,077 23,329

計 550,320 95,106 0 0 455,214 51,284

医療給付事業
（障がい者医療費給付など）

37,824 16,185 0 2,602 19,037 2,145

地域医療事業
（医療機関運営費助成など）

128,321 1,500 0 0 126,821 14,288

保健予防・検診事業
（予防接種・がん検診など）

56,604 1,696 0 12,672 42,236 4,758

母子保健事業
（妊産婦健康診査など）

17,362 3,040 0 715 13,607 1,533

計 240,111 22,421 0 15,989 201,701 22,724

2,075,017 605,943 0 66,617 1,402,457 158,000

※

令和８年度地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況について

　平成２６年４月１日から施行された消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障施策に要
する経費に充てるものとされています。
　令和８年度清水町一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源分）に係る社会保障施策に要する経費への充
当状況は次のとおりです。

区
分

事　　　業　　　名 予 算 額

財  源  内  訳

国庫道費
支 出 金

地方債
そ の 他
特定財源

一般財源

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合　　　　計

上記は令和８年度清水町一般会計当初予算ベースによる充当状況である。


